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第１部 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の 
     不適正処理防止に関する条例について 

 

Ⅰ．条例制定の背景と目的 

１ 条例制定の背景 

   産業廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。

以下「廃棄物処理法」という。）により各種の規制が行われていて、その内容も近年の法改正によ

り、罰則の強化、排出事業者責任の強化等厳しい内容となっています。 
しかし、不法投棄は年々悪質・巧妙化してきており、産業廃棄物を放置しているにもかかわら

ず「保管（仮置き）」と称する場合や、無許可業者が他人から請け負った産業廃棄物であるにもか

かわらず、自社の産業廃棄物であると称するなどといった事例も見られます。近年では、これら

の巧妙な言い逃れを覆すために多くの時間を要し、結果的に比較的小規模の不法投棄が多数発生

するなど、法に基づく規制を効果的に運用できないという問題も生じてきています。 
事業者への指導・監督については、平成 20年度より産業廃棄物の処理を委託するときに排出事

業者が交付するマニフェストの状況を行政に報告する義務ができ、委託処理分については把握で

きる状態となっていますので、これに加えて、自己で保管・管理している部分について、届出を

義務づけることによって、事業者に対しより積極的な指導・監督を展開していくことができます。 
   一方で、近年、県内港湾における県外からの搬入土砂量についても大幅な増加を示しており、

特に首都圏等の開発行為からの土砂搬入量の増加が顕著となっています。建設工事等から発生す

る土砂等は、廃棄物処理法に規定される廃棄物ではなく、各種開発関係法においても、土砂の搬

入を直接規制する規定がないことから、廃棄物を混入して不法投棄するなどの偽装に利用される

場合や、有害物質等による土壌汚染の懸念もあります。 
こういった土砂等の搬入に対して、土壌や水質といった環境基準を遵守させていく必要がある

ため、土砂等の埋立て等についての規制も実施することとしています。 
   また、上記のような産業廃棄物の保管や土砂等の埋立て行為に用いられる土地は、土地所有者

が事業計画の確認を行わないまま、安易に貸借されることも多く、生活環境保全等に対する土地

所有者等の意識も希薄であることが懸念されています。 
   こういった生活環境の保全に支障を与えるような問題については、これまでは通報や問題が起

きてからでしか対応を行いづらいという状態でしたが、届出や許可の制度を導入することで、行

政側から積極的に指導・監督を行っていくことができるものと考えています。 
  

 

２ 条例の目的（条例第１条） 

   県民の生活環境の保全上の支障を生じるおそれのある産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理の

防止について必要な事項を定めることにより、県民の生活環境を保全することを目的としていま

す。 
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Ⅱ．規制の対象 

 

   産業廃棄物の自己物の保管及び土砂等の埋立て等が、この条例の主な規制の対象となります。

また、下表で示すとおり、それぞれ一定規模以上のものはあらかじめ届出又は許可が必要となり

ます。 
 

規制の対象 産業廃棄物の自己物保管 土砂等の埋立て等 

対象規模要件 
保管を行う土地の 
面積が 100 ㎡以上 

 

埋立て等に供する区域の
面積が 3,000 ㎡以上 

（特定事業） 
事業者等の義務 届出 許可 

 
 
 

Ⅲ．関係者の責務 

 

   条例では、産業廃棄物の自己物の保管又は土砂等の埋立て等を行う者やそのために土地を提供

する者等（土地所有者等）に対してそれぞれ責務を規定しています。 
（主な責務の内容） 

事業者の責務（条例第３条） 
 ①適正処理と紛争等解決 

 
・保有する産業廃棄物及び土砂等の適正な処理を実施する責務 
・苦情又は紛争に対して、誠意をもってその解決にあたる責務 

②特定事業実施の場合 

 

・周辺住民の理解を得るため事前に事業計画の周知を行う責務 
・土壌の汚染及び水質の汚濁の発生を未然に防止するための必要な措置を行う責務 
・土砂等による土壌・水質汚染のおそれのある土砂等を運搬しないようにする責務 

土地所有者等の責務（条例第４条） 
 ①不適正処理への土地提供禁止 

 ・不適正処理に対する配慮とそのおそれのある者への土地提供の禁止の責務 
②所有地等における不法投棄等の不適正処理の事実確認時 
 ・県又は関係機関への通報やその他地域に対する支障の除去等に係る措置の責務 
③土地提供時の不適正処理確認時 
 ・行為者等への警告、県等への通報や不適正処理是正等の措置の責務 
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第２部 産業廃棄物の保管に対する規制の概要 
 

Ⅰ．産業廃棄物の自己物の保管の届出 
 

一定規模（100 ㎡）以上の土地に自らの産業廃棄物を保管する場合について、保管の届出を義

務づけています。 
＜届出の対象外＞ 
・産業廃棄物の排出場所で保管するとき 
・廃棄物処理法の届出を行い保管するとき 
・産業廃棄物処理業の許可に係る積替え又は保管の場所で保管するとき 
・許可を受けた産業廃棄物処理施設の敷地内で保管するとき 
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の保管の届出 

を行い保管するとき 
・災害のために応急的に保管するとき 
・その他規則で定める場合 

 
Ⅱ．届出者の義務 

 
① 廃棄物処理法の処理基準による保管 

② 変更・廃止の届出 

③ 搬入搬出管理簿の作成・保存 

   

Ⅲ．不適正処理等に対する命令等 

 

区分 命令等が行われる場合 命令等の内容 
①搬入一時停止命令 

（条例第 12 条） 

当該土地の周辺における生活

環境の保全が損なわれるおそ

れがあると認めるとき 

期間を定めて（30 日以内）、当該

土地への産業廃棄物の搬入の停

止を命令 
②保管者に対する勧告 

（条例第 13 条第１項） 

処理基準に適合しない産業廃

棄物の保管がされている場合 
その保管が適正に行われるよう

にするための適切な措置を勧告 

 ＊公表 

（条例第 13 条第２項） 

正当な理由なく勧告に従わな

い場合 
氏名、勧告内容等を公表する場合

があります 

③ 

土 地 所

有 者 等

に 対 す

る 勧 告 

 

不適正保管の場合 

（条例第 13 条第３項） 

保管者が正当な理由なく上記

②の勧告に従わない場合 
 

当該保管者によって適正な保管

が行われるようにするための必

要な措置を勧告 
不適正処分の場合 

（条例第 14 条第１項） 

処理基準に適合しない産業廃

棄物の処分がされた場合 
土地所有者等の責務を果たすた

めの措置を講ずるよう勧告 

 ＊公表 

（条例第 14 条第２項） 

正当な理由なく勧告に従わな

い場合 
氏名、土地の所在及び地番、勧告

内容等を公表する場合がありま

す 
 

Ⅳ．罰則 
 

(1) 第 12 条第１項の規定による命令に違反した者は、６月以下の拘禁刑又は 50万円以下の罰

金に処せられます。 

(2) 第７条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして産業廃棄物の保管を行った者、第

９条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する事項を変更した

者、第９条第２項、第 10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者、第 11 条の

規定に違反して管理簿を作成せず、これに虚偽の記録をし、又はこれを保存しなかった者は

30 万円以下の罰金に処せられます。 
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第３部 土砂等の埋立て等に対する規制の概要 

Ⅰ．一般規制について 

 １ 土壌及び水質の基準（条例第 15 条、第 16 条） 

●土壌基準（条例施行規則別表第１、Ｐ36） 
     土砂等の埋立て等に使用される土砂等の汚染状態の基準。28項目 

●水質基準（条例施行規則別表第２、Ｐ37） 

     土砂等の埋立て等に使用された土砂等の層を通過した雨水等（以下「浸透水」という。）

の汚濁状態の基準。27項目 

 

２ 「土砂等の埋立て等」とは 

   土砂等（土砂及びこれに混入したものをいう。）による埋立て、盛土その他土地への堆積行為 
 

３ 規制の対象となる者 

   条例では、土砂等の埋立て等をする者又は土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供し

た者（以下「土地の提供者」という。）が規制の対象となります。 

   土砂等の埋立て等をする者とは、土地の造成等を自ら計画して土砂等の埋立て等を行う者だけ

でなく、土砂等の埋立て等の施工や管理を他人に任せていても、土砂等の埋立て等を主体的に推

進する場合には、その者が土砂等の埋立て等をする者となります。 

   また、所有する土地や管理する土地を土砂等の埋立て等をする者に対して、利用できる状態に

した場合には、その者が土地の提供者となります。 

 

４ 規制の内容 

   許可の必要な特定事業を含め、埋立て等の規模にかかわらず、全ての土砂等の埋立て等につい

て、以下の規制がかかります。 
●土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止（条例第 17 条第１項） 

     何人も、土壌基準に適合しない土砂等を使用して土砂等の埋立て等をし、又はそういっ

た土砂等を使用する土砂等の埋立て等の用に供するためにその所有地等を使用させてはな

りません。 

 

５ 不適正処理等に対する措置命令 

区分 命令等が行われる場合 命令等の内容 対象者 
①土壌基準不適合に

対する措置命令 
（条例第 17 条第２項） 

土砂等の埋立て等に土壌基準に

適合しない土砂等が使用されて

いるおそれがある場合において、

生活環境の保全上の支障が生じ、

又は生じるおそれがあると認め

るとき 

当該土砂等の埋立て等の停

止、汚染状態の調査並びに土

壌の汚染及び水質の汚濁の

防止のために必要な措置 

土砂等の埋立

て等をし、若

しくはした者

又は当該土砂

等の埋立て等

の用に供する

ために土地を

提供した者 
 
 
 
 

②水質基準不適合に

対する措置命令 
（条例第 17 条第３項） 

土砂等の埋立て等に供し、又は供

された区域内の浸透水が水質基

準に適合しないおそれがあり、生

活環境の保全上の支障が生じ、又

は生じるおそれがあると認める

とき 

当該土砂等の埋立て等の停

止、汚染状態の調査及び生活

環境の保全上必要な措置 
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６ 報告の徴収・立入検査 

産業廃棄物の保管をする者又は土砂等の埋立て等（特定事業に限らない。）を行う者に対し、こ

の条例の施行に必要な限度で報告を求めることがあります。 
同様に条例の施行に必要な限度で、県職員が事務所や事業場等に直接立ち入り、帳簿等の検査

や関係者への質問等を行うことがあります。ただし、この立入検査の権限は、犯罪捜査のために

認められたものではありません。 
 

７ 罰則 

(1) 第 17 条第２項又は第３項の規定による命令に違反した者は、１年以下の拘禁刑又は 100

万円以下の罰金に処せられます。 

(2) 第 38 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者、第 39条第１項の規定による

立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しく

は虚偽の陳述をした者は、30万円以下の罰金に処せられます。 

 

８ 条例の適用区域 

     この条例による規定は、和歌山県内の全区域に適用されます。 
 
 
 
 
 

９ 市町村との関係 

     この条例における『土砂等の不適正な処理の防止』に関する規定は、市町村が、その地域

の自然的社会的諸条件に応じて、土砂等の適正な処理を推進するため、条例で必要な規制を

定めることを妨げるものではありません。 

「産業廃棄物の保管地」または「土砂等の埋立て等の事業区域」が和歌山市である

場合は、その関係事務は和歌山市で行います。 
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Ⅱ．特定事業の許可について 

１ 定義 

   (1) 特定事業（条例第２条第３項） 

      土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所（宅地造成その他の事業が行われる一団の土地

の区域内において当該事業の工程の一部として土砂等の埋立て等が行われる場合にあっては、

当該事業が行われる一団の土地の区域以外の場所）から採取された土砂等による埋立て等を

行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が 3,000 ㎡以上であるものをいい

ます。 

    (2) 一時堆積事業（条例第 20 条第２項） 

      他の場所への搬出を目的として１年未満の期間において土砂等の堆積を行う特定事業（仮

置き場等）をいいます。 

 

２ 特定事業の許可（条例第 19 条） 

特定事業（一時堆積事業を含む。）を行う者は、特定事業に供する区域（以下「特定事業区域」

という。）ごとに、あらかじめ、特定事業について知事の許可を受けなければなりません。 
なお、特定事業の許可の対象外となる行為もあります。 

＜許可の対象外＞ 
・公共団体等がその管理する土地において行う特定事業 
・採石法、砂利採取法等に基づき許認可を受けて採取し、その土砂等を販売するために、一時的

に土砂等の堆積を行う特定事業 
・災害復旧のために必要な応急措置として行う特定事業 
・その他規則で定めるもの 

 

３ 許可申請の手続（条例第 20 条） 

特定事業（一時堆積事業を含む。）の許可を受けようとする者は、特定事業（一時堆積事業）の

許可申請書に必要な書類を添付して申請を行ってください。 
第３編「土砂等の埋立て等関係版」の第２部「特定事業の許可申請について」（Ｐ12～20）参照 

 

４ 市町村長の意見の聴取（条例第 21 条） 

   知事は、特定事業（一時堆積事業を含む。）の許可の申請があった場合には、当該市町村の長に

対し生活環境の保全の確保の見地からの意見を聴くことになっています。 
 

５ 審査 

   和歌山県行政手続条例（平成７年条例第 52号）第５条の規定に基づき、申請により求められた

特定事業の許可をするかどうかを判断するための審査基準（第３編の第１部のⅤ（Ｐ８～11））を

定めています。 

◆特定事業許可の基準 

   特定事業の許可に関する許可基準は以下のとおりです。 
  【一時堆積事業以外】 

ア 特定事業場又は特定事業場の近隣敷地内に当該特定事業を管理及び監督する事務所が設置されること 
イ 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂等であること 

ウ 特定事業区域内の浸透水を採取するための措置が図られていること 
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エ 経理的基礎を有していること 

オ 申請者の欠格要件（許可の取消しを受けたり不正や不誠実な行為をするおそれがあること等）に該当し

ないこと 

 【一時堆積事業】 
ア 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂等であること（表土と使用される土砂等が遮断される

構造の場合は、その構造が土壌の汚染を防止する構造であること） 
イ 使用される土砂等について、採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られているこ

と 
ウ 上記【一時堆積事業以外】ア、ウ、エ及びオに適合すること 

   

６ 許可の条件（条例第 23 条） 

  知事は、生活環境を保全するために必要があると認めるときは、許可に条件を付することができ

ます。 
 

７ 特定事業の変更の許可（条例第 24 条） 

特定事業の許可を受けた者は、申請した事業の内容を変更する場合、あらかじめ、変更の許可

を受けなければなりません。（規則で定める軽微な変更をしようとする場合は届出） 
 

８ 特定事業の許可を受けた者の義務 

  (1) 特定事業区域内に土壌基準に適合しない土砂等があることを確認したとき、又は特定事業

区域内の浸透水が水質基準に適合しないことを確認したときは、直ちに、その旨を知事に報

告しなければなりません。（条例第 30 条第４項） 

(2) 廃止又は休止の届出をしようとする者は、特定事業の廃止又は休止後の当該特定事業によ

る土壌の汚染及び浸透水の汚濁を防止するために必要な措置を講じなければなりません。（条

例第 32 条第３項） 

(3) 廃止、休止又は完了の届出をした者で、知事の確認を受け、知事から土壌の汚染及び浸透

水の汚濁がある旨の通知を受けた者は、土壌の汚染及び浸透水の汚濁の対策のために必要な

措置を講じなければなりません。（条例第 32条第７項） 

(4) 特定事業の許可の取消しを受けた者（当該取り消された許可に係る特定事業について第 35

条第１項の規定による命令を受けた者を除く。）は、土壌の汚染及び浸透水の汚濁の防止のた

めに必要な措置を講じなければなりません。（条例第 34条第２項） 

(5) 特定事業の許可を受けた者は、軽微な変更の届出（条例第 25条）、土砂等の搬入の届出（条

例第 26 条）、土砂等管理簿の作成及び保存（条例第 27 条）、着手報告（条例第 28 条）、特定

事業に使用された土砂等の量の報告（条例第 29 条）、水質検査又は土壌検査の結果報告（条

例第 30 条第３項）、標識の掲示等（条例第 31 条）、完了、廃止又は休止の届出（条例第 32

条）、地位の承継の届出（条例第 33 条）、関係書類の閲覧等（条例第 36 条）を行わなければ

なりません。 

第３編「土砂等の埋立て等関係版」の第３部「特定事業の許可を受けた方へ」のⅡ「特定

事業の施工管理について」（Ｐ21～25）参照 
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９ 不適正処理等に対する措置命令等 

区分 命令等が行われる場合 命令等の内容 対象者 
①特定事業の許可取

消し及び停止命令 

（条例第 34 条第１項） 

事業者が措置命令に違反したと

き又は不正の手段で許可を受け

たとき等、許可の取消要件に該当

する場合 

当該許可の取消し、又は６月

以内の期間を定めて当該許

可に係る特定事業の停止 

当該許可を受

けた特定事業

者 

②無許可等営業者に

よる土壌汚染等の

防止に対する措置

命令 

（条例第 35 条第１項） 

無許可で特定事業を行った場合

又は無許可で特定事業の変更を

行った場合 

土砂等の撤去やその他土砂

等の土壌汚染等を防止する

ために必要な措置 

無許可又は無

許可変更で特

定事業を行っ

た特定事業者 

③特定事業の完了や

廃止時等の義務違

反者による土壌汚

染等の防止に対す

る措置命令 

（条例第 35 条第２項） 

特定事業が廃止、休止、完了又は

許可の取消しが行われたときに、

土壌汚染等の防止のため必要な

措置をとらなかった場合 

土壌汚染等を防止するため

に必要な措置 
完了、廃止時

等に必要な措

置をとらなか

った特定事業

者 

 

10 罰則 

(1) 第 19 条第１項又は第 24条第１項の規定に違反して特定事業を行った者、第 34条第１項

又は第 35 条第１項若しくは第２項の規定による命令に違反した者は、１年以下の拘禁刑又

は 100 万円以下の罰金に処せられます。 

(2) 第 29 条又は第 30 条第３項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者、第 30条

第１項又は第２項の規定による検査を行わなかった者は、50 万円以下の罰金に処せられま

す。 

(3) 第 25 条、第 32条第１項又は第 33条第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を

した者、第 27 条の規定に違反して管理簿を作成せず、これに虚偽の記録をし、又はこれを

保存しなかった者、第 26条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして土砂等の搬入

を行った者、第 32 条第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定事業を休

止した者、第 32条第８項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定事業を再開

した者、第 36 条第２項の規定に違反して書類の写しを保存しなかった者は、30 万円以下の

罰金に処せられます。 

 

11 許可取得の注意事項 

林地開発など他法令による開発許可（陸上の開発に限る。）を受けている場合でも、特定事業

に該当する事業を行う場合は本条例に基づく知事の許可が必要となります。 
 
 



- 9 - 

第４部 条例に関するＱ＆Ａ 

 

Ⅰ．産業廃棄物の保管に関するもの 

 

Ｑ１ 条例の規制の対象となる産業廃棄物の保管行為とは？ 

  廃棄物処理法第２条第４項に規定する産業廃棄物を排出する事業者が、自らが排出した産業廃棄

物を、その排出場所とは異なった 100 ㎡以上の土地において保管しようとする行為であり、この規

制では、その際はあらかじめ知事に届け出なければならないとしています。 

 

Ｑ２ 条例の規制対象とならない産業廃棄物の保管とは？ 

  (1) 産業廃棄物を排出する場所で当該産業廃棄物の保管をする場合 

  (2) 廃棄物処理法第 12 条第 3 項又は第 12 条の 2 第 3 項の規定による届出を行い、産業廃棄

物を保管する場合 

  (3) 廃棄物処理法第 14 条第 1 項又は第 14 条の 4 第 1 項の許可を受け、当該許可に係る積替

え又は保管の場所において保管する場合 

  (4) 廃棄物処理法第 14 条第 6 項又は第 14 条の 4 第 6 項の許可を受け、当該許可に係る保管

の場所において保管する場合 

  (5) 廃棄物処理法第 15 条第１項の許可を受けた産業廃棄物処理施設の敷地内において保管をす

る場合 

  (6) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成 13 年法律第 65

号)第 8 条の規定による届出を行い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する場合 

  (7) 災害のために必要な措置として、応急的に保管する場合 

  (8) 前７号に掲げるもののほか、規則で定める場合 

（産業廃棄物を排出する事業場と同一敷地内で当該産業廃棄物を保管する場合） 

 

Ｑ３ 産業廃棄物の保管を届け出る以外に、どのようなことをしなければなりませんか？ 

① 下記事項の変更の届出 

(1)あらかじめ届出が必要なもの 

・保管しようとする土地の面積 

・保管しようとする産業廃棄物の種類及び数量 

・保管しようとする土地における産業廃棄物の搬入、搬出及び保管に関する計画 

・産業廃棄物の飛散及び流出の防止その他生活環境の保全のために講ずる措置の内容 

・その他規則で定める事項 

(2)変更があった日から 10 日以内に届出が必要なもの 

・保管者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）及び住所 

・現場責任者の職名・氏名及び住所 

・土地の所有者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）及び住所 

  ② 保管の廃止の届出 

  ③ 搬入搬出管理簿の作成（状況の記録）と５年間の保存 
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Ｑ４ 知事が、保管する者に対して行う命令などには、どのようなものがありますか？ 

  当条例では、知事は、産業廃棄物を保管する者に対して、搬入一時停止命令及び保管者への勧告

とその勧告に従わない場合の公表を行うことができることとしています。 

  まず、産業廃棄物の搬入の継続により、土地周辺の県民の生活環境の保全が損なわれるおそれが

あると認めるときに、保管者に対して廃棄物処理法又はこの条例に基づく報告の徴収及び立入検査

の結果が明らかになるまでの間（30 日以内）、産業廃棄物の搬入を停止させることができることと

しています。 

  また、処理基準に適合しない産業廃棄物の保管がされている場合は、保管者に対し、その保管が

適正に行われるようにするための適切な措置を講ずべきことを勧告することができることとし、そ

の勧告に正当な理由なく従わない場合には、勧告を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の

内容を公表することができるとしています。 

 

Ｑ５ 土地所有者等にも規制がかかるのですか？ 

  当条例では、廃棄物処理法では明確に規定されていない土地所有者等に対する規制も盛り込んで

います。 

まず、処理基準に適合しない産業廃棄物の保管がなされた場合においては、知事は、保管者に対

して勧告することができるということは前述しましたが、保管者がその勧告に従わない場合、知事

は、当該産業廃棄物の保管が行われている土地の所有者等に対して、当該保管者によって適正保管

がなされるようにするための適切な措置をとるよう勧告することができるとしています。この適切

な措置とは、ただ単に土地所有者等から保管者へのアプローチをかけてもらうということだけでな

く、保管者に資力がないときや、土地所有者等自身があらかじめその処理基準違反の保管について

知り得ていたなどの悪意が合った場合などは、土地所有者等自身での対応も含められると考えてい

ます。 

次に、処理基準に適合しない産業廃棄物の処分がされたときは、当該処分に係る土地の所有者等

に対し、県又は関係機関への通報その他地域の生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止など

の措置を、また、その所有地等を他の者に使用させる場合であって、当該他の者への警告、県又は

関係機関への通報その他不適正な処理の是正及び適正な処理が行われるようするために必要な措置

（条例第４条第２項及び第３項に規定する措置）を講ずるよう勧告することができるとしており、

この勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名

又は名称、住所、当該勧告の対象となった土地の所在及び地番並びに当該勧告の内容を公表するこ

とができるとしています。 

これについては、土地所有者等が安易に土地を貸して、不適正な事案の用に供されることのない

ようにするために、土地所有者等の責任についても明確化したものです。 

なお、届出対象の保管については、届出の際に、事業者に土地所有者等の事業計画に対する同意

があったことを証する書面も提出していただくこととしています。 

 

Ｑ６ 「生活環境の保全上」の支障とは？ 

廃棄物処理法では、「生活環境の保全上」とは、一般的に理解される生活環境に加え、人の生活に

密接な関係のある財産又は動植物若しくはその生育環境を含むものを「生活環境」としていて、そ

の保全には、当然人の健康の保護も含まれるとしています。この条例では、「生活環境の保全上の支

障」とは、環境に関する法令等で規定している基準に適合しない異臭や浸出汚水や汚泥といったも

ので、周辺生活環境に多大なる悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合として考えています。 
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Ⅱ．土砂等の埋立て等に関するもの 

 

Ｑ１ 条例の規制の対象となる土砂等とは？ 

  土砂等とは、地表・地盤等を掘削するなどして採取された土・砂・石・礫・砂利が集まったもの

をいい、岩石等が混入されていても全体として土砂とみなすことができる場合には、条例が適用さ

れます。 

  県内で行われる土砂等の埋立て等が規制の対象となるため、土砂等が発生した場所が県内である

か県外であるかを、また、土砂等が発生した事業が公共事業であるか民間事業であるかを問いませ

ん。 

  また、土砂等は、廃棄物処理法での廃棄物に当たらず、土砂等の埋立ての際における廃棄物の混

入は想定していないので、土砂等の中に産業廃棄物（例：廃棄物として処理される建設汚泥やコン

クリートを破砕したもの、スラグ等）が混入されていた場合には、廃棄物処理法違反として取り扱

うこととなります。 

 

Ｑ２ 土砂等の埋立て等から除かれ、条例の規制対象とならない行為がありますか？ 

① 製品の製造若しくは加工のために原材料の堆積をする行為 

② 廃棄物処理法の許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設において行う土砂

等による埋立て、盛土その他土地への堆積を行う行為 

③ 土壌汚染対策法第 17 条の汚染土壌の運搬に関する基準に従って積替えのために汚染土壌の

堆積を行う行為 

④ 土壌汚染対策法第 22 条第 1 項に規定する汚染土壌処理施設において行われる埋立て等 

⑤ 公有水面における土砂等の埋立て等（不動産登記の対象となる“ため池”等を除く。） 

 

Ｑ３ 許可が不要である行為について、どのような規制がかかりますか？ 

  条例では、一般的な規制（以下「一般規制」という。）として、たとえ小規模な土砂等の埋立て等

であっても「土壌基準」に適合しない土砂等による埋立て等の禁止及びそういったおそれのある事

業者に対する土地の提供の禁止を規定しており、これは、許可が必要な特定事業についても適用さ

れます。 

  なお、この一般規制について、条例に違反した場合は、知事の措置命令の対象となり、措置命令

違反には罰則が適用されることがあります。 

 

Ｑ４ 土砂等の埋立て等をするときに土壌検査は必要ですか？ 

  許可の必要な特定事業の場合、土壌検査が義務づけられていますが、それ以外の行為については

土壌基準に適合するかどうかの確認方法については特に定めていません。しかし、埋立て等をする

土砂等を採取した土地について、自主的に聞き取りや既存資料による調査を行い、土壌汚染のおそ

れがある土地と判断される場合には、県の関係機関等へご相談ください。 

  なお、許可を必要とする特定事業に関する土壌検査については、許可申請前には表土を、土砂を

搬入しようとするときには 4,000 ㎥までごとに当該土砂等を（例：7,000 ㎥の土砂を搬入する場

合、4,000 ㎥と 3,000 ㎥の２回）、完了時にも完了時の表面土壌を検査していただく必要がありま

す。 

また、定期的な検査として、６か月ごと（一時堆積事業については３か月ごと）に水質検査を行

っていただく必要があります。 
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Ｑ５ 土地所有者にも規制がかかるのですか？ 

  条例では、土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等が確認された場合などで、埋立て等を行

った者に限らず土地を提供した者に対しても措置命令が行われることがあり、命令に違反した場合、

罰則の対象となることがあります。 

  土砂等の埋立て等に土地を提供する場合は、事業者に十分な説明を求めるとともに、土砂等の埋

立て等が適正に行われているか現場状況の把握に努めてください。 

 

Ｑ６ 許可を必要としない特定事業にはどんなものがありますか？ 

  次の行為については、許可の対象外としています。（条例第 19 条第２項） 

① 国、地方公共団体等（以下「国等」という。）が管理する土地において、国等が行う特定事業 

国等が発注する事業（公共事業）で、国等が管理する土地内で行う土砂等の埋立て等（例：

道路・河川・砂防・地すべり等の国等が管理する土地で行う工事など）は許可の対象外として

います。 

ただし、公共事業から出た土砂等であっても、国等が管理する土地以外への搬入を行う際は、

原則として許可が必要になります。 

② 採石法、砂利採取法等の許認可を受けた採取場から採取された土砂等を販売目的で一時的に

堆積する特定事業 

③ 災害時の応急措置として行う特定事業 

④ 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 

運動場に砂を撒く行為や、農産物の品質を保つため手入れ砂等で表土に客土する行為などが

該当します。なお、農地の嵩上げは、管理行為には該当しないため、特定事業である場合、許

可が必要となります。 

 

Ｑ７ 「特定事業場」と「特定事業区域」の違いは何ですか？ 

  「特定事業場」とは、特定事業区域及び搬入路その他の特定事業に必要な施設の用に供する区域

を合わせた全体の区域をいいます。 

  「特定事業区域」とは、当該特定事業場以外の場所からの土砂等による埋立て等が行われる区域

をいいます。ただし、開発行為や宅地造成等の事業が行われる一団の土地の区域内において、その

事業の工程の一部として、当該事業を行う区域から採取し、又は発生した土砂等を当該事業のため

使用して埋立て等が行われる場合にあっては、当該事業が行われる一団の土地の区域は、特定事業

区域に該当しません。 

 

Ｑ８ 水質検査や土壌検査をなぜ何度も行う必要があるのか？ 

  水質や土壌といった環境に関する基準についての検査方法等は、別記「水質検査・土壌検査にお

ける留意点」（第３編「土砂等の埋立て等関係版」Ｐ26）にあるとおり、段階的な検査をしていた

だくこととなっています。 

  これは、環境に関する基準に適合しない土砂等の搬入を規制する法令がない現段階では、段階的

な検査等により、汚染土壌の搬入を防いでいく方法しかないためです。 

  検査費用は必要になりますが、段階的検査を経ずに、汚染土壌が確認された場合には、最悪の場

合、その時点まで搬入された土砂全てについて、搬出及び適正処理をしていただかなければならな

くなることもあります。 

  こういったことからも、生活環境保全のために段階的な検査により、汚染土壌の搬入を未然にブ
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ロックしていく必要があると考えています。 

 

Ｑ９ 許可申請時の表土の土壌検査で自然由来の汚染が発見されたときも事業は行えな
いのか？ 

 
  表土の汚染の原因が、工場からの排水や農薬などによる人為的な場合は土壌基準に適合するよう

に対策を行わない限り許可できませんが、自然由来の場合はその汚染が確かに自然由来であると確

認できれば、許可できる場合があります。ただし、水質検査の頻度が増えるなどの条件が許可に付

されることもありますので、このような場合は個別に関係機関にご相談ください。 

 

Ｑ1０ 改正条例（令和７年４月１日（和歌山市以外の地域は令和７年 5 月２６日））施
行前の許可済みの特定事業の手続きはどのようになりますか？  

 

  改正条例（令和７年４月１日（和歌山市以外の地域は令和７年 5 月２６日））施行前の許可済みの

特定事業の手続きは、従前の条例（令和７年３月３１日（和歌山市以外の地域は令和７年 5 月２５

日）以前）が適用されます。



- 14 - 

第５部 条例・施行規則 

産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の 

不適正処理防止に関する条例 

（平成 20 年和歌山県条例第 49 号） 

産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の 

不適正処理防止に関する条例施行規則 

（平成 20 年和歌山県規則第 73 号） 

目次 

第１章 総則（第１条－第６条） 

第２章 産業廃棄物の不適正な処理の防止（第７条－第 14 条） 

第３章 土砂等の不適正な処理の防止（第 15 条－第 37 条） 

第４章 雑則（第 38 条－第 41 条） 

第５章 罰則（第 42 条－第 46 条） 

附則 

第１章 総則 

  （目的） 

第１条 この条例は、県民の生活環境の保全上の支障を生

じさせるおそれのある産業廃棄物及び土砂等の不適正

な処理の防止について必要な事項を定めることにより、

県民の生活環境を保全することを目的とする。 

  （定義） 

第２条 この条例において「産業廃棄物」とは、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。

以下「廃棄物処理法」という。）第２条第４項に規定す

る産業廃棄物をいう。 

２ この条例において「土砂等の埋立て等」とは、土砂等

（土砂及びこれに混入した物をいう。以下同じ。）によ

る埋立て、盛土その他土地への堆積を行う行為（以下こ

の項において「埋立て等」という。）をいう。ただし、

次の各号に掲げる埋立て等は除く。  

(１)  製品の製造又は加工のために原材料の堆積を行う

行為  

(２)  廃棄物処理法第８条第１項の許可を受けて設置さ

れた一般廃棄物処理施設又は同法第 15 条第１項の許

可を受けて設置された産業廃棄物処理施設において

行われる埋立て等 

(３)  土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第 17 条

の汚染土壌の運搬に関する基準に従って積替えのた

めに汚染土壌の堆積を行う行為  

(４)  土壌汚染対策法第 22 条第１項に規定する汚染土壌

処理施設において行われる埋立て等 

３ この条例において「特定事業」とは、土砂等の埋立て

等に供する区域以外の場所（宅地造成その他の事業が行

われる一団の土地の区域内において当該事業の工程の

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立

て等の不適正処理防止に関する条例（平成 20 年和歌山

県条例第 49 号。以下「条例」という。）の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場

合を除くほか、条例で使用する用語の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 

一部として土砂等の埋立て等が行われる場合にあって

は、当該事業が行われる一団の土地の区域（以下「宅地

造成等区域」という。）以外の場所）から採取された土

砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂

等の埋立て等に供する区域の面積（宅地造成等区域にお

いて土砂等の埋立て等に供する区域が複数ある場合に

あっては、それぞれの区域の面積を合計した面積）が

3,000 平方メートル以上であるものをいう。 

  （事業者の責務） 

第３条 事業者は、その事業活動に伴い保有する産業廃棄

物及び土砂等の適正な処理を行うとともに、事業の施行

に伴う苦情又は紛争については、誠意をもってその解決

に当たらなければならない。 

２ 事業者は、特定事業を実施する際には、周辺住民の理

解を得るため事前に事業計画の周知を行うとともに、土

砂等の埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁の発

生を未然に防止するために必要な措置を講じ、土砂等の

埋立て等に使用される土砂等を自ら運搬しようとする

とき、又は他の者に運搬を委託しようとするときは、当

該土砂等の汚染の状態を確認し、土砂等の埋立て等によ

る土壌の汚染及び水質の汚濁が発生するおそれのある

土砂等を運搬することのないようにしなければならな

い。 

３ 事業者は、県が実施する産業廃棄物及び土砂等の不適

正な処理の防止に関する施策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

  （土地所有者等の責務） 

第４条 土地の所有者、占有者又は管理者（以下「土地所

有者等」という。）は、産業廃棄物及び土砂等の処理を

行う者に対してその所有し、占有し、又は管理する土地

（以下「所有地等」という。）を使用させようとすると

きは、当該所有地等において産業廃棄物及び土砂等の不

適正な処理が行われないよう配意するとともに、産業廃

棄物及び土砂等の不適正な処理を行うおそれがある者

に対して当該所有地等を使用させることのないように

しなければならない。 

２ 土地所有者等は、その所有地等において産業廃棄物及

び土砂等の不適正な処理が行われていることを知った

ときは、県又は関係機関への通報その他地域の生活環境

の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な
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措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 土地所有者等は、その所有地等を他の者に使用させる

場合であって、当該所有地等において当該他の者により

産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理が行われている

ことを知ったときは、当該他の者への警告、県又は関係

機関への通報その他不適正な処理の是正及び適正な処

理が行われるようにするために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

４ 土地所有者等は、県が実施する産業廃棄物及び土砂等

の不適正な処理の防止に関する施策に協力するよう努

めなければならない。 

  （県民の責務） 

第５条 県民は、自らの地域の生活環境を保全するため、

地域において産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理が

行われないよう配意するとともに、産業廃棄物及び土砂

等の不適正な処理が行われていることを知ったときは、

県又は関係機関に通報するよう努めなければならない。 

２ 県民は、県が実施する産業廃棄物及び土砂等の不適正

な処理の防止に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

  （県の責務） 

第６条 県は、産業廃棄物及び土砂等の不適正な処理を防

止するため、県民、市町村等と連携した監視体制の強化

その他必要な施策を講ずるものとする。 

第２章 産業廃棄物の不適正な処理の防止 

  （保管の届出） 

第７条 産業廃棄物を排出する事業者は、自らが排出した

産業廃棄物を面積が1 0 0平方メートル以上の土地にお

いて保管しようとするときは、あらかじめ、規則で定め

るところにより、知事に届け出なければならない。ただ

し、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。 

(１) 産業廃棄物を排出する場所で当該産業廃棄物の保

管をする場合 

(２) 廃棄物処理法第12条第３項又は第12条の２第３項

の規定による届出を行った者が、当該届出に係る産業

廃棄物を保管する場合 

(３) 廃棄物処理法第14条第１項又は第14条の４第１項

の許可を受けた者が、当該許可に係る積替え又は保管

の場所において保管する場合  

(４) 廃棄物処理法第14条第６項又は第14条の４第６項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保管の届出） 

第３条 条例第７条の規定による届出は、産業廃棄物保管

届（別記第１号様式）により行わなければならない。 

２ 前項の産業廃棄物保管届には、次の各号に掲げる書類

及び図面を添付しなければならない。 

(１) 届出者の住民票の写し（法人にあっては、登記事項

証明書） 

(２) 産業廃棄物を保管しようとする土地及びその周辺

の見取図 

(３) 産業廃棄物を保管しようとする土地の登記事項証

明書 

(４) 産業廃棄物を保管しようとする土地について、届出

者が所有権その他の使用する権原を有することを証

する書類 

(５) 産業廃棄物の保管の状況を示す配置図及び断面図 
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の許可を受けた者が、当該許可に係る保管の場所にお

いて保管する場 

(５) 廃棄物処理法第15条第１項の許可を受けた者が、当

該許可に係る産業廃棄物処理施設の敷地内において

保管する場合 

(６) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に

関する特別措置法（平成13年法律第65号）第８条の

規定による届出を行った者が、当該届出に係るポリ

塩化ビフェニル廃棄物を保管する場合 

(７) 災害のために必要な措置として応急的に保管する

場合 

(８) その他規則で定める場合 

  （届出書の記載事項） 

第８条 前条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載

した届出書により行わなければならない。 

(１) 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）及

び住所 

  (２) 現場責任者の職名、氏名及び住所 

  (３) 保管しようとする土地の所在及び地番 

  (４) 保管しようとする土地の面積 

(５)  保管しようとする土地の所有者の氏名（法人にあっ

ては、名称及び代表者の氏名）及び住所 

(６)  保管しようとする産業廃棄物の種類及び数量 

  (７)  産業廃棄物の保管を開始する日 

(８)  保管しようとする土地における産業廃棄物の搬入、

搬出及び保管に関する計画 

(９)  産業廃棄物の飛散及び流出の防止その他生活環境

の保全のために講ずる措置の内容 

  (10) その他規則で定める事項 

  （変更の届出） 

第９条 第７条の規定による届出をした者は、前条第４

号、第６号又は第８号から第10号までに掲げる事項を変

更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるとこ

ろにより、その旨を知事に届け出なければならない。 

２ 第７条の規定による届出をした者は、前条第１号、第

２号又は第５号に掲げる事項に変更があったときは、規

則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なけれ

ばならない。 

  （保管の廃止の届出） 

第10条 第７条の規定による届出をした者は、当該届出に

(６) 土地所有者等の事業計画に対する同意があったこ

とを証する書類 

(７) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書

類又は図面 

３ 条例第７条第８号の規則で定める場合は、産業廃棄物

を排出する事業場と同一敷地内で当該産業廃棄物を保

管する場合とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保管の変更の届出） 

第４条 条例第９条第１項の規定による届出は、産業廃棄

物保管変更届（別記第２号様式）に、前条第２項各号に

掲げる書類又は図面のうち変更に係るものを添付して

行わなければならない。 

２ 条例第９条第２項の規定による届出は、変更があった

日から起算して 10 日以内に、産業廃棄物保管者氏名等

変更届（別記第３号様式）に、当該変更の内容を証する

書類を添付して行わなければならない。 

（保管の廃止の届出） 

第５条 条例第 10 条の規定による届出は、産業廃棄物の
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係る産業廃棄物の保管を廃止したときは、規則で定める

ところにより、その旨を知事に届け出なければならな

い。 

  （搬入搬出管理簿） 

第11条 第７条の規定による届出をした者は、規則で定め

るところにより、当該届出に係る土地ごとに、搬入搬出

管理簿を作成し、当該土地に係る産業廃棄物の搬入及び

搬出の状況を記録し、これを保存しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （搬入一時停止命令） 

第12条 知事は、産業廃棄物の保管がされている土地への

産業廃棄物の搬入が継続されることにより、当該土地の

周辺の生活環境の保全に支障が生ずるおそれがあると

認めるときは、当該保管をする者に対し、廃棄物処理法

の規定又は第38条若しくは第39条の規定に基づく報告

の徴収又は立入検査の結果が明らかになるまでの間、期

間を定めて、当該土地への産業廃棄物の搬入の停止を命

ずることができる。 

２ 前項の規定により搬入の停止を命ずることができる

期間は、30日を超えることはできない。ただし、当該期

間の経過時点において、同項の規定による命令を受けた

者の責めに帰すべき事由により、同項の報告の徴収又は

立入検査の結果が明らかでない場合には、当該期間を延

長することができる。 

  （保管者に対する勧告等） 

第13条 知事は、廃棄物処理法第12条第１項の産業廃棄物

処理基準（廃棄物処理法第２条第５項の特別管理産業廃

棄物にあっては、同法第12条の２第１項の特別管理産業

廃棄物処理基準。以下「処理基準」という。）に適合し

保管を廃止した日から起算して 10 日以内に、産業廃棄

物保管廃止届（別記第４号様式）により行わなければな

らない。 

（搬入搬出管理簿） 

第６条 条例第 11 条の搬入搬出管理簿には、条例第７条

の規定による届出に係る土地における産業廃棄物の搬

入又は搬出の状況について、次の各号に掲げる事項を記

録しなければならない。 

(１) 搬入又は搬出を行った日 

(２) 産業廃棄物の種類ごとの搬入量、搬出量及び保管量 

(３) 搬入に係る産業廃棄物を排出した事業場又は従前

の保管場所の名称 

(４) 搬出に係る産業廃棄物の運搬先である事業場又は

保管場所の名称 

２ 前項の搬入搬出管理簿は、毎月末日までに、前月中に

おける前項各号に規定する事項について、記載しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の搬入搬出管理簿は、１事業年度ごとに作成す

るものとし、翌事業年度の初日から起算して５年間保存

しなければならない。 
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ない産業廃棄物の保管がされている場合において、当該

保管をする者に対し、その保管が適正に行われるように

するための必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること

ができる。 

２ 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理

由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない

者の氏名又は名称及び住所並びに当該勧告の内容を公表す

ることができる。この場合において、知事は、あらかじめ、

当該勧告に従わない者に対し、意見を述べる機会を与え

なければならない。 

３ 知事は、第１項の規定による勧告を受けた者が正当な

理由なく当該勧告に従わないときは、当該産業廃棄物の

保管が行われている土地の土地所有者等に対し、当該保

管を行う者によって産業廃棄物の保管が適正に行われ

るようにするための必要な措置を講ずべき旨の勧告を

することができる。 

  （土地所有者等に対する勧告等） 

第14条 知事は、処理基準に適合しない産業廃棄物の処分

がされたときは、当該処分に係る土地の土地所有者等に

対し、第４条第２項又は第３項に規定する措置を講ずべ

き旨の勧告をすることができる。 

２ 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理

由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない

者の氏名又は名称及び住所、当該勧告の対象となった土

地の所在及び地番並びに当該勧告の内容を公表するこ

とができる。この場合において、知事は、あらかじめ、

当該勧告に従わない者に対し、意見を述べる機会を与え

なければならない。 

第３章 土砂等の不適正な処理の防止 

  （土壌基準） 

第15条 知事は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等の

汚染の状態に係る環境上の条件について、人の健康の保

護及び生活環境の保全を行う上で維持することが必要

な基準（以下「土壌基準」という。）を規則で定めるも

のとする。 

 

 

 

  （水質基準） 

第16条 知事は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等の層

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土壌基準） 

第７条 条例第 15 条に規定する土壌基準は、別表第１の

左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に

定める基準値を満たしていることとする。 

２ 前項の土壌基準に適合しているかどうかは、別表第１

の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ土砂等の汚

染の状況を的確に把握することができると認められる

場所において試料を採取し、同表の右欄に定める測定方

法により測定した値により判断するものとする。 

（水質基準） 

第８条 条例第 16 条に規定する水質基準は、別表第２の
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を通過した雨水等（以下「浸透水」という。）の汚濁の状

態に係る環境上の条件について、人の健康の保護及び生

活環境の保全を行う上で維持することが必要な基準（以

下「水質基準」という。）を規則で定めるものとする。 

 

 

  （土壌基準に適合しない土砂等による土砂等の埋立て

等の禁止等） 

第17条 何人も、土壌基準に適合しない土砂等を使用して

土砂等の埋立て等をし、又は土壌基準に適合しない土砂

等を使用する土砂等の埋立て等の用に供するためにそ

の所有地等を使用させてはならない。 

２ 知事は、土砂等の埋立て等に土壌基準に適合しない土

砂等が使用されているおそれがあり、生活環境の保全上

の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるとき

は、当該土砂等の埋立て等をした者又は前項の規定に違

反して当該土砂等の埋立て等の用に供するためにその

所有地等を使用させた土地所有者等に対し、期限を定め

て、当該土砂等の埋立て等の停止及び汚染の状態の調査

並びに土壌の汚染及び水質の汚濁の防止のために必要

な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 知事は、土砂等の埋立て等に供し、又は供された区域

内の浸透水が水質基準に適合しないおそれがあり、生活

環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると

認めるときは、当該土砂等の埋立て等をした者又は第１

項の規定に違反して当該土砂等の埋立て等の用に供す

るためにその所有地等を使用させた土地所有者等に対

し、期限を定めて、当該土砂等の埋立て等の停止及び汚

染の状態の調査並びに生活環境の保全上必要な措置を

講ずべきことを命ずることができる。 

第18条 削除 

  （特定事業の許可） 

第19条 特定事業を行おうとする者は、特定事業に係る土

砂等の埋立て等に供する区域（以下「特定事業区域」と

いう。）ごとに、あらかじめ、規則で定めるところによ

り、特定事業について知事の許可を受けなければならな

い。 

２ 前項の規定は、次に掲げる特定事業については、適用

しない。 

(１) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体

左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に

定める基準値を満たしていることとする。 

２ 前項の水質基準に適合しているかどうかは、土砂等の

埋立て等の区域内の浸透水を採取し、別表第２の左欄に

掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める

測定方法により測定した値により判断するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公共的団体の範囲） 
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（以下「国等」という。）が管理する土地において、

国等が行う特定事業 

(２) 採石法（昭和25年法律第291号）、砂利採取法（昭和

43年法律第74号）その他の法令及び条例に基づく許認

可等（許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの

利益を付与する処分をいう。）がなされた採取場から

採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等

の堆積を行う特定事業 

(３) 災害のために必要な応急措置として行う特定事業 

  (４) その他規則で定める特定事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （許可の申請） 

第20条 前条第１項の許可を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した申請書に特定事業区域及びその周

第９条 条例第 19 条第２項第１号の規則で定める公共的

団体は、次の各号に掲げる者とする。 

(１) 日本下水道事業団、西日本高速道路株式会社及び本

州四国連絡高速道路株式会社 

(２) 独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第

２条第１項に規定する独立行政法人 

(３) 国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号）に基づ

き設立された国立大学法人及び大学共同利用機関法

人 

(４) 地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第

２条第１項に規定する地方独立行政法人 

(５) 地方住宅供給公社法（昭和 40 年法律第 124 号）に

基づき設立された地方住宅供給公社 

(６) 地方道路公社法（昭和 45 年法律第 82 号）に基づき

設立された地方道路公社 

(７) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和 47 年法律

第 66 号）第 10 条第１項の規定により設立された土地

開発公社 

(８) 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 10 条第１

項の規定により認可された土地改良区及び同法第 77

条第２項の規定により認可された土地改良区連合 

(９) 土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第 14 条

第１項の規定により認可された土地区画整理組合 

(10) 都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）第 11 条第

１項の規定により認可された市街地再開発組合 

(11) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律（平成 18 年法律第 49 号）第４条の規定により認

定を受けた公益社団法人又は公益財団法人（事業の目

的に生活環境の保全の確保を含む知事が指定するも

のに限る。） 

（条例第 19 条第２項第４号の規則で定める特定事業） 

第10条 条例第19条第２項第４号の規則で定める特定事

業は、次の各号に掲げる施設等（継続して使用されてい

るものに限る。）の本来の機能を保全するために行う特

定事業とする。 

(１) 運動場、駐車場その他これらに類する施設 

(２) 農産物等の生産の用に供する農地 

（申請の書面等） 

第 11 条 条例第 20 条第１項の申請書は、特定事業許可申

請書（別記第５号様式）によるものとする。 
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辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図

面を添付して知事に提出しなければならない。 

(１) 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）及

び住所 

(２) 現場責任者の職名、氏名及び住所 

(３) 特定事業区域の所在地及び面積並びに搬入路その

他の特定事業に必要な施設及び事務所の設置計画及

び位置 

(４) 特定事業を行う土地の所有者の氏名（法人にあって

は、名称及び代表者の氏名）及び住所 

(５) 特定事業に用いる土砂等の主な採取場所及び数量

並びに搬入及び搬出の計画 

(６) 特定事業を行う期間 

(７) 土砂等への廃棄物の混入の防止措置 

(８) 特定事業区域内の浸透水を採取するための措置 

(９) 特定事業が完了した場合の特定事業場（特定事業区

域及び搬入路その他の特定事業に必要な施設の用に

供する区域を合わせた全体の区域をいう。以下同じ。）

の構造 

(10) 特定事業完了後の跡地に関する事項 

(11) その他規則で定める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第１項の許可を受けよ

うとする特定事業が他の場所への搬出を目的として１

年未満の期間において土砂等の堆積を行う特定事業（以

下「一時堆積事業」という。）である場合にあっては、

２ 前項の特定事業許可申請書には、次の各号に掲げる書

類を添付しなければならない。 

(１) 申請者の住民票の写し（法人にあっては、登記事項

証明書） 

(２) 特定事業区域の面積を明らかにした求積図 

(３) 特定事業場の位置を明らかにした縮尺５万分の１

以上の図面並びに特定事業場及びその付近の状況を

示す見取図 

(４) 特定事業場の計画平面図及び計画断面図（特定事業

の施工前の現況及び完了時の状況が確認できるもの

に限る。） 

(５) 特定事業区域内の土地の登記事項証明書及び不動

産登記法（平成 16 年法律第 123 号）第 14 条第１項に

規定する地図又は同条第４項に規定する地図に準ず

る図面の写し 

(６) 申請者が特定事業区域内の土地の所有者でない場

合にあっては、当該土地の使用権原を証する書類及び

当該土地の所有者の特定事業の計画に対する同意が

あったことを証する書類 

(７) 特定事業区域内の土地について、特定事業の計画の

実施の妨げとなる権利を有する者の当該計画に対す

る同意があったことを証する書類 

(８) 特定事業区域内の表土の汚染状況についての検査

の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現

場写真並びに当該試料ごとの検査試料採取調書（別記

第６号様式）及び当該検査の結果を証明する書面（計

量法（平成４年法律第 51 号）第 122 条第１項の規定

により登録された計量士のうち濃度に係る計量士（以

下「環境計量士」という。）が発行したものに限る。） 

(９) 特定事業に用いる土砂等の量を積算した計算書 

(10) 直近３年分の財務諸表及び所得税（法人にあって

は、法人税）の納税証明書 

(11) 特定事業許可申請に係る申告書（別記第７号様式） 

(12) 誓約書(別記第 7 号様式の 2 又は別記第 7 号様式の

3) 

(13) その他知事が必要と認める書類 

３ 条例第 20 条第２項の申請書は、一時堆積事業許可申

請書（別記第８号様式）によるものとする。 

４ 条例第 20 条第２項の規則で定める書類及び図面は、

次の各号に掲げるものとする。 
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当該許可を受けようとする者は、規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域

及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める

書類及び図面を添付して知事に提出しなければならな

い。 

(１) 前項第１号から第４号まで及び第６号から第８号

までに掲げる事項 

(２) 特定事業区域内の表土の汚染状況についての検査

結果（当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断

される構造である場合にあっては、その構造） 

(３) 一時堆積事業に使用される土砂等の搬入予定量及

び搬出予定量 

(４) 特定事業場の構造 

(５) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等

の採取場所ごとに当該土砂等を区分するための措置 

(６) その他規則で定める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （市町村長の意見の聴取） 

第21条 知事は、第19条第１項の許可の申請があった場合

には、遅滞なく、その旨を当該申請に係る特定事業の施

工に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通

知し、期限を定めて、当該市町村の長の生活環境の保全上

の見地からの意見を聴くものとする。 

  （許可の基準） 

第22条 知事は、第19条第１項の許可の申請が次の各

号のいずれにも適合していると認めるときでなけれ

ば、同項の許可をしてはならない。 

(１) 特定事業場又は特定事業場の近隣敷地内に特定

(１) 第２項第１号から第３号まで、第５号から第７号ま

で、第 10 号から第 12 号までに掲げる書類 

(２) 特定事業区域内の表土と特定事業に使用される土

砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構

造図 

(３) 特定事業区域内の表土と特定事業に使用される土

砂等が遮断される構造でない場合にあっては、第２項

第８号に掲げる書類 

(４) 特定事業場の土砂等の堆積が最大となった場合の

計画平面図及び計画断面図（特定事業の施工前の現況

及び完了時の状況が確認できるものに限る。） 

(５) その他知事が必要と認める書類 

５ 第２項第８号に規定する特定事業区域内の表土の汚

染状況についての検査は、特定事業区域の面積が１ヘク

タールを超えるときにあっては、当該特定事業区域を１

ヘクタール以内の区域に等分し、当該区域ごとに行わな

ければならない。 

６ 前項の検査は、次の各号に掲げる場所及び方法によら

なければならない。この場合において、土壌検査実施に

おける留意点については、知事が別に定めるものとす

る。 

(１) 汚染状況の検査のために試料とする土砂等の採取

は、前項の規定により区分された区域ごとに表土の地

質の状況を的確に把握できると認められる場所にお

いて行うこと。 

(２) 汚染状況の検査は、前号の規定により採取された試

料について、それぞれ別表第１の左欄に掲げる項目の

区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める測定方法に

より行うこと。 
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事業を管理及び監督する事務所が設置されること。 

(２) 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂 

等であること。 

(３) 特定事業区域内の浸透水を採取するために必要な

措置が講じられていること。 

(４) 特定事業の施工に関し的確かつ継続して行うに足

りる経理的基礎を有していること。 

(５) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 

ア 第17条第２項若しくは第３項又は第35条第１項

若しくは第２項の規定により命令を受け、必要な措

置を完了していない者 

イ 第34条第１項各号（第７号を除く。）の規定によ

り許可を取り消され、その取消しの日から３年を経

過しない者（当該許可を取り消された者が法人であ

る場合においては、当該取消しの処分に係る和歌山

県行政手続条例（平成７年和歌山県条例第52号）第

15条の規定による通知があった日前60日以内に当

該法人の役員（業務を執行する社員、取締役又はこ

れらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかな

る名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業

務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と

同等以上の支配力を有するものと認められるもの

を含む。以下この号において同じ。）であった者で

当該取消しの日から３年を経過しないものを含

む。） 

ウ 第34条第１項の規定により特定事業の停止を命

ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

エ 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為を

するおそれがあると認めるに足りる相当の理由が

ある者 

オ 法人でその役員のうちにアからエまでのいずれ

かに該当する者のあるもの 

２ 知事は、前項の規定にかかわらず、第19条第１項の許

可の申請が一時堆積事業に係るものである場合にあっ

ては、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると

認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 

(１) 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合する土砂

等であること（特定事業区域内の表土と特定事業に使

用される土砂等が遮断される構造である場合にあっ

ては、その構造が当該特定事業による土壌の汚染を防

 

 

 

第 12 条 削除 
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止するものであること。）。 

(２) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等

の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要

な措置が講じられていること。 

(３) 前項第１号及び第３号から第５号までの規定に適

合すること。 

  （許可の条件） 

第23条 知事は、生活環境を保全するために必要があると

認めるときは、第19条第１項の許可に条件を付すること

ができる。 

  （特定事業の変更の許可） 

第24条 第19条第１項の許可を受けた者は、第20条第１項

各号又は第２項各号に掲げる事項を変更しようとすると

きは、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。

ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、

この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提

出しなければならない。 

(１) 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）及

び住所 

(２) 変更の内容及び理由 

(３) その他規則で定める事項 

３ 前３条の規定は、第１項の許可について準用する。 

  （軽微な変更の届出） 

第25条 第19条第１項の許可を受けた者は、前条第１項ただ

し書の規則で定める軽微な変更をしたときは、規則で定め

るところにより、その旨を知事に届け出なければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 条 削除 

 

 

 

 

 

（軽微な変更） 

第 14 条 条例第 24 条第１項の規則で定める軽微な変更

は、次の各号に掲げる事項の変更とする。 

(１) 条例第 19 条第１項の許可を受けた者の氏名（法人

にあっては、名称及び代表者の氏名）及び住所 

(２) 特定事業を管理し、監督する事務所の所在地 

(３) 現場責任者の職名、氏名及び住所 

(４) 特定事業に用いる土砂等の数量（量を減少させるも

のに限る。） 

(５) 特定事業を行う期間（期間を短縮させるものに限

る。） 

(６) 特定事業に用いる土砂等の採取場所又は搬入計画 

（変更の許可の申請等） 

第 15 条 条例第 24 条第２項の申請書は、特定事業（一時

堆積事業）変更許可申請書（別記第９号様式）によるも

のとし、第 11 条第２項各号又は同条第４項各号に掲げ

る書類のうち、変更に係る書類を添付して行わなければ

ならない。 

 

 

 

２ 条例第 25 条の規定による届出は、軽微な変更をした

日から起算して 10 日以内に、特定事業変更届出書（別

記第 10 号様式）により行わなければならない。 

３ 前項の特定事業変更届出書には、前条第１号に掲げる

事項の変更の場合にあっては条例第 19 条第１項の許可

を受けた者の住民票の写し（法人にあっては、登記事項

証明書）、前条第４号に掲げる事項の変更の場合にあっ

ては特定事業に用いる土砂等の量を計算した計算書を

添付しなければならない。 
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  （土砂等の搬入の届出） 

第26条 第19条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係

る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当

該土砂等の採取場所ごとに、かつ、搬入しようとする土

砂等の量が規則で定める量の区分ごとに、当該土砂等が

当該採取場所から採取された土砂等であることを証す

る書面及び当該土砂等が土壌基準に適合していること

を証する書面を添付して、規則で定めるところにより、

その旨を知事に届け出なければならない。ただし、土壌

の汚染のおそれがないものとして規則で定める場合は、

当該土砂等が土壌基準に適合していることを証する書

面の添付を省略することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土砂等の搬入の届出） 

第 16 条 条例第 26 条の規則で定める量は、4,000 立方メ

ートルとし、同条の規定による届出は、土砂等搬入届出

書（別記第 11 号様式）により行わなければならない。 

２ 条例第 26 条の当該土砂等が当該採取場所から採取さ

れた土砂等であることを証する書面は、土砂等に係る売

渡証明書その他の土砂等を譲渡したことを証する書面

又は土砂等の発生場所の責任者が発行した土砂等発生

元証明書（別記第 12 号様式）とし、同条の当該土砂等

が土壌基準に適合していることを証する書面は、土壌の

汚染状況についての検査のために採取した試料ごとの

検査試料採取調書及び当該検査の結果を証明する書面

（環境計量士が発行したものに限る。）とする。 

３ 前項に規定する検査の結果を証明する書面を作成す

るために行う土砂等の分析は、別表第１の左欄に掲げる

項目の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める測定

方法により行わなければならない。 

４ 条例第 26 条の土壌の汚染のおそれがないものとして

規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場

合とする。 

(１)  土砂等（採取場所が県内である場合に限る。）が、

国等による事前の地質データ等の蓄積、現場の状況等

から判断して周辺の自然的要因によって土壌基準不

適合となるおそれがないとあらかじめ知事が認めた

とき。 

(２)  土砂等が、採石法（昭和 25 年法律第 291 号）、砂利

採取法（昭和 43 年法律第 74 号）その他の法令等に基

づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂

等である場合であって、当該土砂等に係る売渡証明書

その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面及

び採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可

等を受けていることを証する書面が添付されたとき。 

(３)  土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等の

堆積を行う場所（当該場所において土砂等の採取場所

が明確に区分されているものに限る。）から搬出され

た土砂等である場合であって、条例第 26 条の規定に

より知事に対してなされた届出に係る同条に規定す

る当該採取場所から採取された土砂等であることを

証する書面及び当該土砂等が土壌基準に適合してい

ることを証する書面の写しが添付されたとき。 
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  （土砂等管理簿） 

第27条 第19条第１項の許可を受けた者は、規則で定める

ところにより、当該許可に係る特定事業に使用する土砂

等の採取場所ごとに、土砂等管理簿を作成し、当該土砂

等の搬入に関する状況を記録し、これを保存しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （着手報告） 

第28条 第19条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係

る土砂等の埋立て等に着手したときは、規則で定めると

ころにより、その旨を知事に報告しなければならない。 

  （特定事業に使用された土砂等の量の報告） 

第 29 条 第 19 条第１項の許可を受けた者は、当該許可に

係る特定事業を開始した日から、規則で定めるところに

より、定期的に、当該特定事業に使用された土砂等の量

（当該特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、

土砂等の搬入量及び搬出量）を知事に報告しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

  （水質検査等） 

第 30 条 第 19 条第１項の許可を受けた者は、当該許可に

係る特定事業が施工されている間、規則で定めるところ

により、定期的に、当該許可に係る特定事業区域内の水

質検査（土砂等の埋立て等に使用された土砂等の汚染状

況を確認するための浸透水の汚濁状況についての検査

をいう。以下この条において同じ。）を行わなければな

(４)  その他当該土砂等について、周辺への汚染のおそれ

がないと知事が認めたとき。 

（土砂等管理簿） 

第 17 条 条例第 27 条の土砂等管理簿には、当該特定事業

で使用された土砂等の採取場所ごとに、次の各号に掲げ

る事項を記載しなければならない。 

(１)  特定事業区域に搬入された土砂等の採取場所から

の運搬手段 

(２)  特定事業区域に搬入された土砂等の１日当たりの

量 

２ 前項の土砂等管理簿は、毎月末日までに、前月中にお

ける前項各号に掲げる事項について、記載しなければな

らない。 

３ 第１項の土砂等管理簿は、当該特定事業を完了した

日、廃止した日又は当該特定事業に係る許可を取り消さ

れた日の翌日から起算して５年間保管しなければなら

ない。 

（着手報告） 

第 18 条 条例第 28 条の規定による報告は、特定事業に着

手した日から起算して 10 日以内に、特定事業着手報告

書（別記第 13 号様式）により行わなければならない。 

（土砂等の量の報告） 

第 19 条 条例第 29 条の規定による報告は、特定事業を開

始した日から起算して６月ごとに当該６月を経過した

日から起算して３週間以内（特定事業を完了し、又は廃

止した場合にあっては、条例第 32 条第１項の規定によ

る届出をするとき）に、特定事業場状況報告書（別記第

14 号様式）に、次に掲げる書類を添付して行わなけれ

ばならない。 

(１)  報告に係る期間の最後の日前１週間以内に撮影し

た特定事業区域の写真 

(２)  土砂等の搬入元に関する書類 

(３)  その他知事が必要と認める書類 

（水質検査） 

第 20 条 条例第 30 条第１項に規定する水質検査は、特定

事業を開始した日から起算して６月ごとに行わなけれ

ばならない。ただし、特定事業が一時堆積事業である場

合にあっては、特定事業を開始した日から起算して３月

ごとに行わなければならない。 

２ 条例第 30 条第２項に規定する水質検査のための試料
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らない。ただし、気象条件その他のやむを得ない事由に

より当該水質検査を行うことができないと知事が認め

るときは、規則で定めるところにより、当該特定事業区

域内の土壌検査（土壌の汚染状況についての検査をい

う。以下この条において同じ。）を行うことによって、

当該水質検査に代えることができる。 

２ 第 19 条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る

特定事業を完了し、又は廃止したときは、規則で定める

ところにより、当該許可に係る特定事業区域内の水質検

査及び土壌検査を行わなければならない。ただし、当該

水質検査を行うことができないと知事が認めるとき、又

は当該土壌検査を行う必要がないと知事が認めるとき

は、当該水質検査又は当該土壌検査を省略することがで

きる。 

３ 第 19 条第１項の許可を受けた者は、前２項の規定に

よる検査を行ったときは、規則で定めるところにより、

当該検査の結果を知事に報告しなければならない。 

４ 第 19 条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る

特定事業区域内の土壌中に土壌基準に適合しない土砂

等があることを確認したとき、又は当該許可に係る特定

事業区域内の浸透水が水質基準に適合していないこと

を確認したときは、直ちにその旨を知事に報告しなけれ

ばならない。 

５ 知事は、第２項の土壌検査の結果、土壌基準に適合し

ない土砂等がある旨の報告を受けたときは、第 19 条第

１項の許可を受けた者に対し、規則で定める検査の実施

を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の採取は、知事が指定する職員の立会いの下に行うもの

とし、当該試料の採取は、知事が指定する期日に行わな

ければならない。 

３ 前２項の水質検査は、特定事業区域内の浸透水を採取

し、別表第２の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定める測定方法により行わなければな

らない。 

４ 前３項の水質検査実施における留意点については、知

事が別に定めるものとする。 

（土壌検査） 

第21条 前条第１項の規定は条例第30条第１項に規定す

る土壌検査について、前条第２項の規定は、条例第 30

条第２項に規定する土壌検査のための試料の採取につ

いてそれぞれ準用する。 

２ 条例第 30 条第１項又は第２項に規定する土壌検査

は、別表第１の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞ

れ土砂等の汚染状況を的確に把握することができると

認められる場所において試料を採取し、同表の右欄に定

める測定方法により行わなければならない。 

３ 前項の土壌検査は、特定事業区域の面積が１ヘクター

ルを超えるときは、当該特定事業区域を１ヘクタール以

内の区域に等分し、当該区域ごとに行わなければならな

い。 

４ 前３項の土壌検査実施における留意点については、知

事が別に定めるものとする。 

５ 条例第 30 条第５項の規則で定める検査は、第２項の

土壌検査及び土壌汚染対策法施行規則（平成 14 年環境

省令第 29 号）別表第３の上欄に掲げる特定有害物質の

種類の区分に応じ、それぞれ同規則第６条第４項第２号

に規定する環境大臣が定める方法により測定する検査

（以下「土壌含有量検査」という。）とする。ただし、

土壌含有量検査に係る生活環境を保全する上で維持さ

れることが望ましい基準は、同規則別表第３の下欄に掲

げる要件のとおりとする。 

（水質検査等の報告） 

第 22 条 条例第 30 条第３項の規定による報告は、次の表

の左欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる時期に、特定事業水質・土壌検査報告書（別記

第 15 号様式）により行わなければならない。 
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  （標識の掲示等） 

第 31 条 第 19 条第１項の許可を受けた者は、当該許可に

係る特定事業が施工されている間、当該許可に係る特定

事業場の公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、現場責

任者の氏名及び職名その他規則で定める事項を記載し

た標識を掲げなければならない。 

２ 第 19 条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る

特定事業区域と特定事業区域以外の地域との境界に、規

則で定めるところにより、その境界を明らかにする表示

を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査の区分 時 期 

条例第 30 条第１項に規定

する水質検査又は土壌検査

（特定事業が一時堆積事業

である場合を除く。） 

特定事業を開始した日から

起算して６月ごとに当該６

月を経過した日から起算し

て３週間以内 

特定事業が一時堆積事業で

ある場合における条例第

30 条第１項に規定する水

質検査又は土壌検査 

特定事業を開始した日から

起算して３月ごとに当該３

月を経過した日から起算し

て３週間以内 

条例第 30 条第２項に規定

する水質検査及び土壌検査 

知事が別に指定する日 

２ 前項の特定事業水質・土壌検査報告書には、次に掲げ

る書類を添付しなければならない。 

(１)  水質検査又は土壌検査の試料を採取した地点の位

置図及び現場写真 

(２)  水質検査又は土壌検査のために採取した試料ごと

の検査試料採取調書及び当該検査の結果を証する書

面（環境計量士が発行したものに限る。） 

（標識の掲示等） 

第 23 条 条例第 31 条第１項の規定による標識の掲示は、

縦及び横それぞれの長さが 90 センチメートル以上の標

識により行わなければならない。 

２ 条例第 31 条第１項の規則で定める事項は、次の各号

に掲げる事項とする。 

(１)  許可年月日及び許可番号 

(２)  許可の期間 

(３)  特定事業の目的 

(４)  特定事業場の所在地 

(５)  特定事業を行う者の氏名（法人にあっては、名称及

び代表者の氏名）、住所及び電話番号 

(６)  特定事業を管理し、監督する事務所の所在地及び電

話番号 

(７)  現場責任者の氏名 

(８)  特定事業に用いる土砂等の採取場所及び搬入予定

量（一時堆積事業にあっては、土砂等の搬入予定量及

び搬出予定量） 

(９)  特定事業を行う期間 

(10)  特定事業区域の面積 

(11)  特定事業場の見取図 

３ 条例第 31 条第２項の境界を明らかにする表示は、境
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  （完了等の届出） 

第32条 第19条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係

る特定事業を完了し、廃止し、又は２月以上休止したと

きは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を

知事に届け出なければならない。ただし、次項の規定に

より届出をした者については、休止した旨の届出を要し

ない。 

２ 第19条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る特

定事業を２月以上休止しようとするときは、あらかじ

め、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出

なければならない。 

３ 第１項の規定による廃止又は休止の届出をしようと

する者は、当該届出に係る特定事業の廃止又は休止後の

当該特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚濁を防止

するために必要な措置を講じなければならない。 

４  第２項の規定による休止の届出を行った者は、当該届

出に係る特定事業を休止する前に、前項に規定する措置

を講じなければならない。 

５ 知事は、第１項の規定による完了の届出があったとき

は、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚

染及び浸透水の汚濁がないかどうか並びに当該届出に

係る特定事業区域が第 19 条第１項の許可の内容に適合

しているかどうかについて確認し、その結果を当該届出

をした者に通知しなければならない。 

６ 知事は、第１項の規定による廃止若しくは休止の届出

があったとき、又は第２項の規定による休止の届出が行

われ、当該届出に係る特定事業が休止されたときは、速

やかに、当該特定事業による土壌の汚染及び浸透水の汚

濁がないかどうかについて確認し、その結果を当該届出

をした者に通知しなければならない。 

７ 前2項の規定により、土壌の汚染及び浸透水の汚濁が

ある旨の通知を受けた者は、第1項及び第2項の規定によ

る届出に係る特定事業による土壌の汚染及び浸透水の

汚濁の対策のために必要な措置を講じなければならな

い。 

８ 第１項の規定による休止の届出をした者及び第２項

界の屈曲点その他必要な地点に境界標を設置して行わ

なければならない。ただし、擁壁、側溝その他の構造物

により境界を明らかにすることができる場合にあって

は、この限りでない。 

（特定事業の完了等の届出） 

第24条 条例第32条第１項の規定による特定事業の完了

又は廃止の届出は、特定事業を完了した場合にあっては

完了した日から起算して 15 日以内、特定事業を廃止し

た場合にあっては廃止した日から起算して 30 日以内

に、特定事業完了（廃止）届出書（別記第 16 号様式）

により行わなければならない。 

２ 条例第 32 条第１項又は第２項の規定による特定事業

の休止に係る届出は、特定事業休止（再開）届出書（別

記第 17 号様式）により行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 条例第 32 第８項の規定による特定事業の再開の届出
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の規定による休止の届出を行い、当該届出に係る特定事

業を休止した者は、当該特定事業を再開しようとすると

きは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け

出なければならない。 

 

  （許可を受けた者の地位の承継） 

第33条 第19条第１項の許可を受けた者が当該許可に係

る特定事業の全部を譲り渡したとき、又は同項の許可を

受けた者について相続、合併若しくは分割があったときは、

当該特定事業の全部を譲り受けた者、相続人（相続人が２

人以上ある場合において、その全員の同意により承継す

べき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続す

る法人、合併により設立した法人又は分割により当該特

定事業のすべてを承継した法人は、当該許可を受けた者

の地位を承継する。 

２ 前項の規定により第19条第１項の許可を受けた者の地位

を承継した者は、規則で定めるところにより、その事実を

証明する書面を添付してその旨を知事に届け出なけれ

ばならない。 

 

  （許可の取消し等） 

第34条 知事は、第19条第１項の許可を受けた者が次の各

号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、

又は６月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業

の停止を命ずることができる。 

(１) 第17条第２項又は第３項の規定による命令に違反

したとき。 

(２) 不正の手段により第19条第１項又は第24条第１項

の許可を受けたとき。 

(３) 第22条第１項第５号アからオまでのいずれかに該

当するに至ったとき。 

(４) 第23条（第24条第３項において準用する場合を含

む。）の規定により許可に付した条件に違反したとき。 

(５) 第24条第１項の規定により許可を受けなければな

らない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。 

(６) 第26条から第30条まで又は第36条第１項若しくは

第２項の規定に違反したとき。 

(７) 前条第１項の規定により第19条第１項の許可を受

けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、

第22条第１項第５号アからオまでのいずれかに該当

は、あらかじめ、特定事業休止（再開）届出書により行

わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（承継の届出） 

第 25 条 条例第 33 条第２項の規定による承継の届出は、

条例第 19 条第１項の許可を受けた者の地位を承継した

日から起算して 30 日以内に、特定事業承継届出書（別

記第 18 号様式）により行わなければならない。 
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するとき。 

(８) 次条第１項又は第２項の規定による命令に違反し

たとき。 

２ 前項の規定による第19条第１項の許可の取消しを受

けた者（当該取り消された許可に係る特定事業について

次条第１項の規定による命令を受けた者を除く。）は、

当該取り消された許可に係る土壌の汚染及び浸透水の

汚濁を防止するために必要な措置を講じなければなら

ない。 

  （措置命令） 

第35条 知事は、第19条第１項又は第24条第１項の規定に

違反して特定事業を行った者に対し、期限を定めて、当

該特定事業に使用された土砂等の撤去その他の土壌の

汚染及び浸透水の汚濁の防止のために必要な措置を講

ずべきことを命ずることができる。 

２ 知事は、第32条第３項、第４項若しくは第７項又は前

条第２項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、当

該違反に係る土壌の汚染及び浸透水の汚濁を防止する

ために必要な措置を講ずべきことを命ずることができ

る。 

  （関係書類の閲覧等） 

第36条 第19条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る

特定事業を管理及び監督する事務所において、当該特定事

業が施工されている間、当該特定事業に関しこの条例の

規定により知事に提出した書類の写しを、周辺住民その

他の生活環境の保全上の利害関係を有する者の求めに応

じ、閲覧に供しなければならない。 

２ 第19条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る特

定事業について第32条第１項の規定による完了若しく

は廃止の届出をした日又は第34条第１項の規定による

第19条第１項の許可の取消しを受けた日の翌日から起

算して５年間、当該特定事業に関しこの条例の規定によ

り知事に提出した書類の写しを保存しなければならな

い。 

３ 知事は、第19条第１項の許可をした特定事業が施工さ

れている間及び当該特定事業の完了若しくは廃止の日

又は当該特定事業に係る第34条第１項の規定による第

19条第１項の許可の取消しのあった日の翌日から起算

して５年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により

提出のあった書類を、周辺住民その他の生活環境の保全
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上の利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧に供しなけ

ればならない。 

  （手数料） 

第37条 第19条第１項又は第24条第１項の許可を受けよ

うとする者は、当該許可の申請の際、和歌山県使用料及

び手数料条例（昭和22年和歌山県条例第28号）の定める

ところにより手数料を納付しなければならない。 

第４章 雑則 

  （報告の徴収） 

第38条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、

産業廃棄物の保管をする者又は土砂等の埋立て等を行

う者に対し、期限を定めて、産業廃棄物の保管又は土砂

等の埋立て等に関し必要な報告を求めることができる。 

  （立入検査） 

第39条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、

その職員に、産業廃棄物の保管をする者若しくは土砂等

の埋立て等を行う者の事務所若しくは事業場又は産業

廃棄物の保管若しくは土砂等の埋立て等に係る土地若

しくは建物に立ち入り、産業廃棄物の保管又は土砂等の

埋立て等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、関

係者に質問させ、又は試験の用に供するのに必要な限度

において産業廃棄物及び土砂等を無償で収去させるこ

とができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならな

い。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた

めに認められたものと解釈してはならない。 

  （市町村条例との関係） 

第40条 前章の規定は、市町村が、その地域の自然的社会

的諸条件に応じて土砂等の適正な処理を推進するため、

条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。 

 

 

 

  （規則への委任） 

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に

関し必要な事項は、規則で定める。 

第５章 罰則 

  （罰則） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（立入検査の身分証明書） 

第 26 条 条例第 39 条第２項の証明書は、別記第 19 号様

式によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（書類の提出部数） 

第 27 条 条例及びこの規則により知事に提出する書類の

提出部数は、正本１部及び副本３部とする。 

（補則） 

第 28 条 この規則に定めるもののほか、生活環境の保全

等に関し必要な事項は、知事が別に定める。 
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第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の

拘禁刑又は1 0 0万円以下の罰金に処する。 

(１) 第17条第２項若しくは第３項、第34条第１項又は第35

条第１項若しくは第２項の規定による命令に違反した

者 

(２) 第19条第１項又は第24条第１項の規定に違反し 

て特定事業を行った者 

第43条 第12条第１項の規定による命令に違反した者は、６

月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下

の罰金に処する。 

(１) 第29条又は第30条第３項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 

(２) 第30条第１項又は第２項の規定による検査を行わ

なかった者 

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下

の罰金に処する。 

(１) 第７条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を

して産業廃棄物の保管を行った者 

(２) 第９条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の

届出をして同項に規定する事項を変更した者 

(３) 第９条第２項、第10条、第25条、第32条第１項又は第

33条第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を

した者 

(４) 第11条又は第27条の規定に違反して管理簿を作成

せず、これに虚偽の記録をし、又はこれを保存しなか

った者 

(５) 第26条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を

して土砂等の搬入を行った者 

(６) 第32条第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の

届出をして特定事業を休止した者 

(７) 第32条第７項の規定による届出をせず、又は虚偽の

届出をして特定事業を再開した者 

(８) 第36条第２項の規定に違反して書類の写しを保存

しなかった者 

(９) 第 38 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をした者 

(10) 第 39 条第１項の規定による立入検査若しくは収去

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳

述せず、若しくは虚偽の陳述をした者 
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  （両罰規定） 

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前

４条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 

 

    附 則 

  （施行期日） 

１ この条例は、平成21年4月1日から施行する。 

【略】 

  （施行期日） 

１ この条例は、令和7年4月1日から施行する。 

 

  （経過措置） 

２ 令和5年5月26日から起算して2年を経過する日（宅地

造成等規制法の一部を改正する法律（令和4年法律第55号）

による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年

法律第191号）第10条第4項の規定による公示がされた場

合にあっては、当該公示の日の前日）までの間に、和歌山

市の区域以外の区域において行われる産業廃棄物の保管及

び土砂等の埋立て等に対するこの条例による改正前の産業

廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関

する条例（以下「旧条例」という。）の規定の適用について

は、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際（前項の規定の適用を受ける場合に

あっては、同項に規定する日。次項において同じ。）、現に

旧条例第18条第3項の規定により命令を受け、必要な措置

を完了していない者に対するこの条例による改正後の産業

廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関

する条例第22条の規定の適用については、同条第1項第5

号ア中「又は第 35 条第 1 項」とあるのは「、第 35 条第 1

項」と、「の規定」とあるのは「又は産業廃棄物の保管及び

土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例の一部を

改正する条例（令和 7 年和歌山県条例第   号）による

改正前の産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正

処理防止に関する条例第18条第3項の規定」とする。 

４ この条例の施行の際、現に旧条例第19条第1項の許可を

受けている者の当該許可に係る特定事業に対する旧条例の

規定の適用については、なお従前の例による。 

５ この条例の施行の日（第 2 項の規定の適用を受ける場合

 

 

 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成21年4月1日から施行する。 

【略】 

（施行期日） 

１ この規則は、令和 7年 4月 1日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日

から施行する。 

(１) 第1条中別記第3号様式の改正規定及び次項の規定 

公布の日 

(２) 第2条の規定 令和7年6月1日 

 

（経過措置） 

２ 一この規則の施行の際現にあるこの規則による改正

前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使

用することができる。 
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にあっては、同項に規定する日の翌日。次項において同じ。）

前に旧条例第19条第1項の規定に違反して特定事業を行っ

た者に対する旧条例第 35 条第 1 項の規定の適用について

は、なお従前の例による。 

６ この条例の施行の日前にした行為並びに第 2 項及び前 2

項の規定によりなお従前の例によることとされる場合にお

けるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 
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１．土壌基準（規則別表第１（第７条、第 11 条、第 16 条、第 21 条関係）） 

項目 基準値 測定方法 

カドミウム 検液１リットルにつき 0.003 ミリグラム以下 
日本産業規格（以下「規格」という。）K0102 の 55.2、
55.3 又は 55.4 に定める方法 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

規格 K0102 の 38 に定める方法（規格 K0102 の 38.1.1
及び 38 の備考 11 に定める方法を除く。）又は水質汚濁

に係る環境基準について（昭和 46 年環境庁告示第 59
号。以下「環境基準告示」という。）付表 1に掲げる方
法 

有機燐
り ん

 検液中に検出されないこと。 

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定め

る排水基準に係る検定方法（昭和 49 年環境庁告示第 64
号。以下「排水基準告示」という。）付表１に掲げる方
法又は規格K0102の 31.1に定める方法のうちガスクロ

マトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、
排水基準告示付表２に掲げる方法） 

鉛 検液１リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 規格 K0102 の 54 に定める方法 

六価クロム 検液１リットルにつき 0.05 ミリグラム以下 

規格 K0102 の 65.2（規格 K0102 の 65.2.7 を除く。）に
定める方法（ただし、規格 K0102 の 65.2.6 に定める方
法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっ

ては、規格 K0170-7 の 7a）又は b）に定める操作を行
うものとする。） 

砒
ひ

素 検液１リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 
検液中濃度に係るものにあっては、規格 K0102 の 61 に
定める方法 

総水銀 検液１リットルにつき 0.0005 ミリグラム以下 環境基準告示付表 2に掲げる方法 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 
環境基準告示付表 3 及び排水基準告示付表 3 に掲げる
方法 

PCB 検液中に検出されないこと。 環境基準告示付表 4に掲げる方法 

ジクロロメタン 検液１リットルにつき 0.02 ミリグラム以下 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四塩化炭素 検液１リットルにつき 0.002 ミリグラム以下 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定め
る方法 

クロロエチレン（別名
塩化ビニル又は塩化
ビニルモノマー） 

検液１リットルにつき 0.002 ミリグラム以下 
地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成９年

環境庁告示第 10 号）付表に掲げる方法 

1,2-ジクロロエタン 検液１リットルにつき 0.004 ミリグラム以下 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方

法 

1,1-ジクロロエチレ

ン 
検液１リットルにつき 0.1 ミリグラム以下 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

1,2-ジクロロエチレ

ン 
検液１リットルにつき 0.04 ミリグラム以下 

シス体にあっては規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に
定める方法、トランス体にあっては規格 K0125 の 5.1、
5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

1,1,1-トリクロロエ
タン 

検液１リットルにつき１ミリグラム以下 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定め
る方法 

1,1,2-トリクロロエ

タン 
検液１リットルにつき 0.006 ミリグラム以下 

規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定め

る方法 

トリクロロエチレン 検液１リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定め

る方法 

テトラクロロエチレ
ン 

検液１リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定め
る方法 

1,3-ジクロロプロペ
ン 

検液１リットルにつき 0.002 ミリグラム以下 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チウラム 検液１リットルにつき 0.006 ミリグラム以下 環境基準告示付表 5に掲げる方法 

シマジン 検液１リットルにつき 0.003 ミリグラム以下 環境基準告示付表 6の第 1又は第 2に掲げる方法 

チオベンカルブ 検液１リットルにつき 0.02 ミリグラム以下 環境基準告示付表 6の第 1又は第 2に掲げる方法 

ベンゼン 検液１リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セレン 検液１リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 規格 K0102 の 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 
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ふっ素 検液１リットルにつき 0.8 ミリグラム以下 

規格 K0102 の 34.1（規格 K0102 の 34 の備考 1を除く。）

若しくは 34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物
又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する
場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200 ミリ

リットルに硫酸 10 ミリリットル、りん酸 60 ミリリッ
トル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグ
リセリン 250 ミリリットルを混合し、水を加えて 1,000

ミリリットルとしたものを用い、規格 K0170-6 の 6 図 2
注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定
める方法又は規格 K0102 の 34.1.1c）（注(２)第 3文及

び規格 K0102 の 34 の備考 1を除く。）に定める方法（懸
濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質
が共存しないことを確認した場合にあっては、これを

省略することができる。）及び環境基準告示付表 7 に
掲げる方法 

ほう素 検液１リットルにつき１ミリグラム以下 規格 K0102 の 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法 

1,4-ジオキサン 検液１リットルにつき 0.05 ミリグラム以下 環境基準告示付表 8に掲げる方法 

備考 

1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「土
壌基準告示」という。)付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同
表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。 

2 この表の左欄中「有機燐
りん

」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 

3 この表の中欄中「検液中に検出されないこと。」とは、同表の右欄に定める測定方法により測定した場合において、その
結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

4 1，2―ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法により測定されたシス体の濃度と規格K0125
の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

5 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌に該当する土砂等であって、次に掲げる要件の全て

を満たすものに対するこの表の適用については、同表1，4―ジオキサンの項に限り適用する。 
(1) 当該土砂等が土壌汚染対策法第16条第1項に規定する要措置区域等内の土砂等であることが確認できること。 
(2) 当該土砂等を使用して土砂等の埋立て等が行われる場合又は当該土砂等が土砂等の埋立て等の用に供する土地の表土

である場合にあっては、土地の形質の変更に当たりこの表の左欄に掲げる項目に係る物質(1，4―ジオキサンを除く。)
の飛散又は流出を防止するために必要な措置が講じられるものであること。 

(3) (2)の場合において、当該土砂等により人の健康の保護及び生活環境の保全に支障が生ずるおそれがないと認められる

ものであること。 
 
 
 

２．水質基準（規則別表第２（第８条、第 20 条関係）） 

項目 基準値 測定方法 

カドミウム １リットルにつき 0.003 ミリグラム以下 規格 K0102 の 55.2、55.3 又は 55.4 に定める方法 

全シアン 検出されないこと。 

規格 K0102 の 38.1.2（規格 K0102 の 38 の備考 11 を除

く。以下同じ。）及び 38.2 に定める方法、規格 K0102
の38.1.2及び38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2
及び 38.5 に定める方法又は環境基準告示付表 1 に掲

げる方法 

有機燐
り ん

 検出されないこと。 排水基準告示付表１に掲げる方法 

鉛 １リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 規格 K0102 の 54 に定める方法 

六価クロム １リットルにつき 0.05 ミリグラム以下 

規格 K0102 の 65.2（規格 K0102 の 65.2.7 を除く。）に

定める方法（ただし、規格 K0102 の 65.2.6 に定める
方法により汽水又は海水を測定する場合にあっては、
規格 K0170-7 の 7a）又は b）に定める操作を行うもの

とする。） 

砒
ひ

素 １リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 規格 K0102 の 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法 

総水銀 １リットルにつき 0.0005 ミリグラム以下 環境基準告示付表 2に掲げる方法 

アルキル水銀 検出されないこと。 環境基準告示付表 3に掲げる方法 

PCB 検出されないこと。 環境基準告示付表 4に掲げる方法 

ジクロロメタン １リットルにつき 0.02 ミリグラム以下 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四塩化炭素 １リットルにつき 0.002 ミリグラム以下 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定
める方法 

1,2-ジクロロエタン １リットルにつき 0.004 ミリグラム以下 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方
法 
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1,1-ジクロロエチレ
ン 

１リットルにつき 0.1 ミリグラム以下 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

シス-1,2-ジクロロエ
チレン 

１リットルにつき 0.04 ミリグラム以下 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

1,1,1-トリクロロエ
タン 

１リットルにつき１ミリグラム以下 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定
める方法 

1,1,2-トリクロロエ

タン 
１リットルにつき 0.006 ミリグラム以下 

規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定

める方法 

トリクロロエチレン １リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定

める方法 

テトラクロロエチレ
ン 

１リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 
規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定
める方法 

1,3-ジクロロプロペ
ン 

１リットルにつき 0.002 ミリグラム以下 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チウラム １リットルにつき 0.006 ミリグラム以下 環境基準告示付表 5に掲げる方法 

シマジン １リットルにつき 0.003 ミリグラム以下 環境基準告示付表 6の第 1又は第 2に掲げる方法 

チオベンカルブ １リットルにつき 0.02 ミリグラム以下 環境基準告示付表 6の第 1又は第 2に掲げる方法 

ベンゼン １リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セレン １リットルにつき 0.01 ミリグラム以下 規格 K0102 の 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 

ふっ素 １リットルにつき 0.8 ミリグラム以下 

規格 K0102の 34.1（規格 K0102の 34の備考 1を除く。）
若しくは 34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物

又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定す
る場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200 ミ
リリットルに硫酸 10 ミリリットル、りん酸 60 ミリリ

ットル及び塩化ナトリウム 10 グラムを溶かした溶液
とグリセリン 250 ミリリットルを混合し、水を加えて
1,000 ミリリットルとしたものを用い、規格 K0170-6

の 6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加す
る。）に定める方法又は規格 K0102 の 34.1.1c）（注(２)
第 3 文及び規格 K0102 の 34 の備考 1 を除く。）に定

める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨
害となる物質が共存しないことを確認した場合にあ
っては、これを省略することができる。）及び環境基

準告示付表 7に掲げる方法 

ほう素 １リットルにつき 1ミリグラム以下 規格 K0102 の 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法 

1,4-ジオキサン １リットルにつき 0.05 ミリグラム以下 環境基準告示付表 8に掲げる方法 

備考 

1 この表の左欄中「有機燐
りん

」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 

2 この表の中欄中「検出されないこと。」とは、同表の右欄に定める測定方法により測定した場合において、その結果が当
該方法の定量限界を下回ることをいう。 

3 土壌基準告示の付表に定める方法によりろ過して検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 
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